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担当省庁 担当部署 根拠法令など 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、考え得る代替措置や対応策等
を含む）

提案事項の具体的内容 政策課題 根拠法令

「出入国管理及び難民認定法
第７条第１項第２号の規定に
基づき高度人材外国人等に
係る同法別表第１の５の表の
下欄（二に係る部分に限る。）
に掲げる活動を定める件1」
（平成24年3月30日法務省告
示第126号），「出入国管理及
び難民認定法第七条第一項
第二号の規定に基づき高度
人材外国人等に係る同法別
表第一の五の表の下欄（ニに
係る部分に限る。）に掲げる活
動を定める件第二条の表の
下欄に掲げる活動を指定され
て在留する者等の在留手続
の取扱いに関する指針」（平
成24年3月30日法務省告示第
127号）

２回目 Ａ－１，Ｅ － －

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
は，高度人材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術
活動，高度経営・管理活動の３つに分類し，それぞれの特性に応
じて，「学歴」，「職歴」，「年収」などの項目ごとにポイントを設け，
ポイントの合計が一定点数に達した場合に，出入国管理上の優
遇措置を与えることにより，高度人材の我が国への受入れ促進を
図ることを目的として，平成２４年５月７日より導入された制度であ
る。
所属機関が，イノベーションの創出の促進に資するものとして法
律の規定に基づく認定若しくは承認又は補助金の交付その他の
支援措置であって法務省告示に定めるものを受けている場合
は，高度人材ポイント制の特別加算の対象となる。

○東京都が，就労する外国人について，高度人材ポイント制における特別加算の適用
対象として要望する企業は以下の３つであるところ，①の企業については，東京都からイ
ノベーションの創出の促進に資するものとして直接的な財政支援を受けているため，高
度人材ポイント制の特別加算の対象となり得ると考えており，今後，法務省及び厚生労
働省と調整の上，前向きに対応していくこととする。
○一方，②及び③の企業については，当該支援措置は間接的な財政支援に過ぎないな
ど，イノベーションの創出の促進に資するものとしての支援措置を受けているとは認めら
れないことから，特別加算の対象に含めることは想定していない。
（東京都が本件で特別加算の対象として要望する企業）
①「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金交付要綱」に基づき都が認定する補助
金を受ける企業
②フリーコンサルティングを受ける企業
③ビジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業

　2013年10月25日の対面協議において、審査基準が不明確であるため、東京
都からの追加資料を要求したところ。

　これを拝見した上で、アジア拠点化立地推進事業費補助金等との類似性等
を考慮しつつ判断することとしたい。

２回目 Ａ－１，Ｅ － －

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
は，高度人材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術
活動，高度経営・管理活動の３つに分類し，それぞれの特性に応
じて，「学歴」，「職歴」，「年収」などの項目ごとにポイントを設け，
ポイントの合計が一定点数に達した場合に，出入国管理上の優
遇措置を与えることにより，高度人材の我が国への受入れ促進を
図ることを目的として，平成２４年５月７日より導入された制度であ
る。
所属機関が，イノベーションの創出の促進に資するものとして法
律の規定に基づく認定若しくは承認又は補助金の交付その他の
支援措置であって法務省告示に定めるものを受けている場合
は，高度人材ポイント制の特別加算の対象となる。

― ―

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度は、高度人
材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術活動，高度経営・管
理活動の３つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年
収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した
場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の我が
国への受入れ促進を図ることを目的として、平成２４年５月７日より導入さ
れた制度であり、平成24年３月30日法務省告示第126号において、高度人
材に対する特別加算を規定している。

１回目

厚生労働省

職業安定局
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２回目 Ａ－１，Ｅ ― ―

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度は，高度人
材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術活動，高度経営・管
理活動の３つに分類し，それぞれの特性に応じて，「学歴」，「職歴」，「年
収」などの項目ごとにポイントを設け，ポイントの合計が一定点数に達した
場合に，出入国管理上の優遇措置を与えることにより，高度人材の我が
国への受入れ促進を図ることを目的として，平成２４年５月７日より導入さ
れた制度である。
所属機関が，イノベーションの創出の促進に資するものとして法律の規定
に基づく認定若しくは承認又は補助金の交付その他の支援措置であって
法務省告示に定めるものを受けている場合は，高度人材ポイント制の特
別加算の対象となる。

○東京都が，就労する外国人について，高度人材ポイント制における特別加算の適用
対象として要望する企業は以下の３つであるところ，①の企業については，東京都からイ
ノベーションの創出の促進に資するものとして直接的な財政支援を受けているため，高
度人材ポイント制の特別加算の対象となり得ると考えており，今後，厚生労働省及び経
済産業省と調整の上，前向きに対応していくこととする。
○一方，②及び③の企業については，当該支援措置は間接的な財政支援に過ぎないな
ど，イノベーションの創出の促進に資するものとしての支援措置を受けているとは認めら
れないことから，特別加算の対象に含めることは想定していない。
（東京都が本件で特別加算の対象として要望する企業）
①「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金交付要綱」に基づき都が認定する補助
金を受ける企業
②フリーコンサルティングを受ける企業
③ビジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業

東京都においては，①「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金交付要
綱」に基づき都が認定する企業，②フリーコンサルティングを受ける企業，③ビ
ジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業に就労する外国人に
ついて，高度人材ポイント制における特別加算を求める提案をしているとこ
ろ，これら企業の認定要綱の提示の他，「アジア拠点化立地推進事業費補助
金」との類似性等を判断する観点から，対象となる企業の具体的な要件，支
援措置の具体的な内容（財政的な支援に係る内容を含む）等について整理い
ただいた上で，改めて検討することとする。

○東京都が，就労する外国人について，高度人材ポイント制における特別加算の適用
対象として要望する企業は以下の３つであるところ，①の企業については，東京都からイ
ノベーションの創出の促進に資するものとして直接的な財政支援を受けているため，高
度人材ポイント制の特別加算の対象となり得ると考えており，今後，法務省及び経済産
業省と調整の上，前向きに対応していくこととする。
○一方，②及び③の企業については，当該支援措置は間接的な財政支援に過ぎないな
ど，イノベーションの創出の促進に資するものとしての支援措置を受けているとは認めら
れないことから，特別加算の対象に含めることは想定していない。
（東京都が本件で特別加算の対象として要望する企業）
①「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金交付要綱」に基づき都が認定する補助
金を受ける企業
②フリーコンサルティングを受ける企業
③ビジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業

入国管理局
総務課企画
室

Z ― ―

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
は，高度人材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術
活動，高度経営・管理活動の３つに分類し，それぞれの特性に応
じて，「学歴」，「職歴」，「年収」などの項目ごとにポイントを設け，
ポイントの合計が一定点数に達した場合に，出入国管理上の優
遇措置を与えることにより，高度人材の我が国への受入れ促進を
図ることを目的として，平成２４年５月７日より導入された制度であ
り，平成24年３月30日法務省告示第126号において，高度人材に
対する特別加算を規定している。

（25春）
1732

高度人材ポイント制における
特別加算措置について、東京
都が誘致する外国企業の業
務統括拠点・研究開発拠点の
うち、「アジアヘッドクォーター
特区拠点設立補助金」の交付
や設立支援を行った企業につ
いても、適用対象として追加
する。これらの企業について
は、既に特別加算対象として
認められている「アジア拠点
化立地推進事業費補助金」の
対象企業とも考え方に親和性
を有するものであり、イノベー
ションの創出の促進に資する
ものといえる。

アジアヘッドクォーター特区では、統括事
業・研究開発事業などを行う外国企業を
東京に誘致し、対日投資を促進することを
政策目標に掲げている。
平成２５年度の春協議では、本特区にお
いて総合特別区域法に基づき都が認定
する統括事業・研究開発事業を行う外国
企業のうち、税制優遇措置の適用要件を
満たすものについて、特別加算措置の対
象とすることで協議が終了した。
それに加えて、本協議においては、上記
以外の（税制優遇措置の適用要件を満た
さない）業務統括拠点・研究開発拠点設
立企業のうち、都が誘致促進のための補
助金の交付や設立支援を行った企業につ
いても、特別加算措置の対象とし、外国
企業誘致の促進及び従事する高度人材
の受入れ促進につなげていくことが必要
である。

「出入国管理及び難民認定法
第７条第１項第２号の規定に基
づき高度人材外国人等に係る
同法別表第１の５の表の下欄
（二に係る部分に限る。）に掲げ
る活動を定める件」（平成24年3
月30日法務省告示第126号）

１回目

法務省

１回目

経済産業省

アジアヘッド
クォーター特区

高度人材ポイン
ト制に係る総合
特別区域法の適
用

東京都においては、①「アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金交付要
綱」に基づき都が認定する企業、②フリーコンサルティングを受ける企業、③ビ
ジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業に就労する外国人に
ついて、高度人材ポイント制における特別加算を求める提案をしているとこ
ろ、これら企業の認定要綱の提示の他、「アジア拠点化立地推進事業費補助
金」との類似性等を判断する観点から、対象となる企業の具体的な要件、支
援措置の具体的な内容（財政的な支援に係る内容を含む）等について整理い
ただいた上で、改めて検討することとする。

経済産業政
策局産業人
材政策室

Z － －

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度は，高度人
材の活動内容を高度学術研究活動，高度専門・技術活動，高度経営・管
理活動の３つに分類し，それぞれの特性に応じて，「学歴」，「職歴」，「年
収」，などの項目ごとにポイントを設け，ポイントの合計が一定点数に達し
た場合に，出入国管理上の優遇措置を与えることにより，高度人材の我
が国への受入れ促進を図ることを目的として，平成２４年５月７日より導入
された制度であり，平成24年３月30日法務省告示第126号において，高度
人材に対する特別加算を規定している。

回数

担当省庁の見解担当省庁の見解記入欄

【省庁の見解における「対応」欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示　Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

総合特区名 提案事項名 整理番号
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アジアヘッド
クォーター特区

高度人材ポイン
ト制に係る総合
特別区域法の適
用

総合特区名 提案事項名 整理番号

対応 理由等 内閣府コメント 内閣府整理

・①の企業については、都の提案が受け入れられたものと理解しており、提案内容の実現に向けて、都と法務省との間で引き続き協議を実施
したい。

・②及び③の企業について、「間接的な財政支援に過ぎない」との見解であるが、間接的な財政支援が特別加算の対象に含めることができな
い理由について、より詳細な説明を明示いただいた上で、今後の対応を検討していきたい。

・なお、左記②及び③の企業については、都がこれまで説明してきたものと異なっており、都の提案内容は以下のとおりである。
②フリーコンサルティングを受けて業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する外国企業
③ビジネス支援を受けて業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する外国企業

　①については省庁側は前向き対応するとしており、今後提案内容の実現に向けて詳細について引き続き東京都と協議するこ
と。
　②及び③については２回の実務者レベル協議を実施したものの省庁側の見解と自治体の考え方が依然として一致していない
ため、必要に応じて次回以降に改めて協議すること。

ⅰ、ⅵｄ

ｄ ・審査基準やアジア拠点化立地推進事業費補助金との親和性については、実務者協議でも提示・説明させていただいたとおりであるが、協議
で依頼のあった追加資料を別途提出するので引き続きご検討願いたい。

　①都の補助金措置を受ける企業（アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金）、②フリーコンサルティングを受ける企業、③ビ
ジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業について、支援策の内容等を東京都で整理した上で改めて協議するこ
と。

・今回の都の提案は、アジアヘッドクォーター特区における外国企業誘致活動において、東京都が予算措置を講じて支援（３つの支援策を提
案）を行った結果、業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する企業への就労者を対象として、高度人材に対するポイント制の特別加算対象
とすることを希望するものである。

・厚生労働省の見解「認定要綱の提示の他・・・対象となる企業の具体的な要件、支援措置の具体的な内容（財政的な支援に係る内容を含
む）等」については実務者協議で提示・説明させていただいたとおりであり、事業の実態からもアジア拠点化立地推進事業費補助金との親和
性があると考えている。
　②③については、提案の実現に向け、具体の文言検討を実施できるよう協議を継続していきたい。
　また、誘致活動における①②③の関係性については、改めて提示するので引き続きご検討願いたい。

　①都の補助金措置を受ける企業（アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金）、②フリーコンサルティングを受ける企業、③ビ
ジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業について、支援策の内容等を東京都で整理した上で改めて協議するこ
と。

ｄ

ｄ

・今回の都の提案は、アジアヘッドクォーター特区における外国企業誘致活動において、東京都が予算措置を講じて支援（３つの支援策を提
案）を行った結果、業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する企業への就労者を対象として、高度人材に対するポイント制の特別加算対象
とすることを希望するものである。

・法務省の見解「認定要綱の提示の他・・・対象となる企業の具体的な要件、支援措置の具体的な内容（財政的な支援に係る内容を含む）等」
については実務者協議で提示・説明させていただいたとおりであり、事業の実態からもアジア拠点化立地推進事業費補助金との親和性があ
ると考えている。
　②③については、提案の実現に向け、具体の文言検討を実施できるよう協議を継続していきたい。
　また、誘致活動における①②③の関係性については、改めて提示するので引き続きご検討願いたい。

ｄ

・①の企業については、都の提案が受け入れられたものと理解しており、提案内容の実現に向けて、都と法務省との間で引き続き協議を実施
したい。

・②及び③の企業について、「間接的な財政支援に過ぎない」との見解であるが、間接的な財政支援が特別加算の対象に含めることができな
い理由について、より詳細な説明を明示いただいた上で、今後の対応を検討していきたい。

・なお、左記②及び③の企業については、都がこれまで説明してきたものと異なっており、都の提案内容は以下のとおりである。
②フリーコンサルティングを受けて業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する外国企業
③ビジネス支援を受けて業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する外国企業

　①については省庁側は前向き対応するとしており、今後提案内容の実現に向けて詳細について引き続き東京都と協議するこ
と。
　②及び③については２回の実務者レベル協議を実施したものの省庁側の見解と自治体の考え方が依然として一致していない
ため、必要に応じて次回以降に改めて協議すること。

ⅰ、ⅵ

　①都の補助金措置を受ける企業（アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金）、②フリーコンサルティングを受ける企業、③ビ
ジネスコンシェルジュ東京のビジネス支援を受ける企業について、支援策の内容等を東京都で整理した上で改めて協議するこ
と。

ｄ

・①の企業については、都の提案が受け入れられたものと理解しており、提案内容の実現に向けて、都と法務省との間で引き続き協議を実施
したい。

・②及び③の企業について、「間接的な財政支援に過ぎない」との見解であるが、間接的な財政支援が特別加算の対象に含めることができな
い理由について、より詳細な説明を明示いただいた上で、今後の対応を検討していきたい。

・なお、左記②及び③の企業については、都がこれまで説明してきたものと異なっており、都の提案内容は以下のとおりである。
②フリーコンサルティングを受けて業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する外国企業
③ビジネス支援を受けて業務統括拠点又は研究開発拠点を設立する外国企業

　①については省庁側は前向き対応するとしており、今後提案内容の実現に向けて詳細について引き続き東京都と協議するこ
と。
　②及び③については２回の実務者レベル協議を実施したものの省庁側の見解と自治体の考え方が依然として一致していない
ため、必要に応じて次回以降に改めて協議すること。

ⅰ、ⅵ

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府整理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【整理フラグ欄 内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの


